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依
頼
者
の
身
元
確
認
及
び
記
録
保
存
等
に
関
す
る
規
程

（
平
成
十
九
年
三
月
一
日
会
規
第
八
十
一
号
）

平
成
二
三
年

五
月
二
七
日

改
正

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
弁
護
士
、
弁
護
士
法
人
及
び
外
国
法
事
務

弁
護
士
（
以
下
「
弁
護
士
等
」
と
い
う

）
が
そ
の
職
務
を
行
う

。

に
際
し
、
依
頼
者
の
身
元
確
認
を
す
る
こ
と
、
記
録
保
存
を
す
る

こ
と
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
、
も
っ
て
犯
罪
収
益
の
移
転
防

止
等
職
務
の
適
正
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
依
頼
者
の
身
元
確
認
）

第
二
条

弁
護
士
等
は
、
法
律
事
務
（
官
公
署
の
委
嘱
に
よ
る
場
合

を
除
く

）
に
関
連
し
て
、
依
頼
者
の
金
融
機
関
の
口
座
を
管
理

。

し
、
又
は
依
頼
者
か
ら
金
員
（
現
金
及
び
金
融
機
関
に
よ
る
送
金

の
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ

、
有
価
証
券
そ
の
他
の
資
産
（
そ

。）

の
合
計
が
百
万
円
以
上
の
も
の
に
限
る

）
を
預
か
り
、
若
し
く

。

は
そ
の
管
理
を
行
う
（
以
下
「
資
産
管
理
行
為
等
」
と
い
う

）。

と
き
は
、
公
文
書
又
は
こ
れ
に
準
じ
る
文
書
に
基
づ
い
て
、
自
然

人
に
あ
っ
て
は
依
頼
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
生
年
月
日
に
よ
り
、

法
人
に
あ
っ
て
は
名
称
及
び
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
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に
よ
り
、
依
頼
者
の
身
元
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

弁
護
士
等
が
裁
判
所
、
法
務
局
、
金
融
機
関
そ
の
他
の
機
関

に
予
納
金
、
供
託
金
、
保
証
金
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
金
員
を

納
付
す
る
た
め
に
金
員
の
預
託
を
受
け
た
と
き
。

二

弁
護
士
等
が
依
頼
者
そ
の
他
の
関
係
人
の
債
務
の
履
行
の
た

め
に
金
員
の
預
託
を
受
け
た
と
き
。

三

弁
護
士
等
が
相
手
方
そ
の
他
の
関
係
人
か
ら
依
頼
者
の
た
め

に
弁
済
金
、
和
解
金
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
金
員
を
受
領
し
た

と
き
。

四

弁
護
士
等
が
報
酬
又
は
費
用
の
前
受
け
と
し
て
金
員
の
交
付

を
受
け
た
と
き
。

２

弁
護
士
等
は
、
取
引
そ
の
他
の
行
為
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も

の
（
以
下
「
取
引
等
」
と
い
う

）
に
つ
い
て
、
依
頼
者
の
た
め

。

に
そ
の
準
備
又
は
実
行
を
す
る
と
き
は
、
前
項
に
規
定
す
る
方
法

。

、

に
よ
り
依
頼
者
の
身
元
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

た
だ
し

官
公
署
の
委
嘱
に
よ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

不
動
産
の
売
買

二

会
社
の
設
立
又
は
経
営
を
目
的
と
し
て
出
資
を
し
、
又
は
こ

れ
に
類
す
る
資
金
を
拠
出
す
る
行
為

三

法
人
の
設
立
又
は
こ
れ
に
類
す
る
団
体
を
設
立
す
る
行
為
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四

信
託
契
約
の
締
結

五

会
社
の
買
収
又
は
売
却

３

弁
護
士
等
が
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
依
頼
者
の
身
元
を
確
認
す

る
場
合
に
お
い
て
、
依
頼
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
法
人

の
代
表
者
、
代
理
人
又
は
使
用
人
と
し
て
依
頼
そ
の
他
の
事
務
を

行
う
者
に
つ
い
て
、
そ
の
氏
名
及
び
役
職
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

４

前
三
項
の
規
定
に
よ
り
身
元
を
確
認
し
た
依
頼
者
に
つ
い
て

は
、
新
た
に
資
産
管
理
行
為
等
を
行
い
、
又
は
取
引
等
の
準
備
若

し
く
は
実
行
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
も
、
五
年
間
は
前
三
項
の
規

定
に
よ
る
依
頼
者
の
身
元
確
認
を
要
し
な
い
。

（
記
録
の
保
存
）

第
三
条

弁
護
士
等
は
、
前
条
に
規
定
す
る
依
頼
者
の
身
元
確
認
の

た
め
提
出
を
受
け
た
書
類
の
写
し
を
当
該
資
産
管
理
行
為
等
又
は

当
該
取
引
等
の
終
了
後
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

弁
護
士
等
は
、
資
産
管
理
行
為
等
を
し
、
又
は
取
引
等
の
準
備

若
し
く
は
実
行
を
し
た
と
き
（
前
条
の
規
定
に
よ
り
依
頼
者
の
身

元
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
限
る

）
は
、
そ
れ
ら

。

の
概
要
が
記
載
さ
れ
た
書
面
を
、
当
該
資
産
管
理
行
為
等
又
は
当

該
取
引
等
の
終
了
後
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
条
第
四
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
二
項
の
保
存
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期
間
は
、
最
終
の
資
産
管
理
行
為
等
又
は
取
引
等
の
終
了
後
か
ら

起
算
す
る
。

（
依
頼
の
際
の
適
切
な
対
応
）

第
四
条

弁
護
士
等
は
、
法
律
事
務
（
官
公
署
の
委
嘱
に
よ
る
場
合

を
除
く

）
の
依
頼
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
依
頼
の

。

目
的
が
犯
罪
収
益
の
移
転
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い

て
慎
重
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

弁
護
士
等
は
、
前
項
に
規
定
す
る
依
頼
の
目
的
が
犯
罪
収
益
の

移
転
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
依
頼
を
受

け
て
は
な
ら
な
い
。

（
依
頼
を
受
け
た
後
の
適
切
な
対
応
）

第
五
条

弁
護
士
等
は
、
法
律
事
務
（
官
公
署
の
委
嘱
に
よ
る
場
合

を
除
く

）
の
依
頼
を
受
け
た
後
に
、
そ
の
依
頼
の
目
的
が
犯
罪

。

収
益
の
移
転
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
と
き
は
、
依

頼
者
に
対
し
、
違
法
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
と
と
も
に
、
そ
の

目
的
の
実
現
を
回
避
す
る
よ
う
に
説
得
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

、

、

２

弁
護
士
等
は

依
頼
者
が
前
項
の
説
得
に
応
じ
な
い
場
合
に
は

辞
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
律
事
務
以
外
で
金
員
等
を
預
か
る
際
の
適
切
な
対
応
）

、

、

、

第
六
条

弁
護
士
等
は

法
律
事
務
に
関
連
す
る
こ
と
な
く

金
員
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有
価
証
券
そ
の
他
の
資
産
を
預
か
る
場
合
は
、
そ
の
預
託
の
目
的

が
犯
罪
収
益
の
移
転
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
慎

重
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

弁
護
士
等
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
預
託

の
目
的
が
犯
罪
収
益
の
移
転
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
当
該
資
産
を
預
か
っ
て
は
な
ら
な
い
。

、

、

３

第
一
項
の
検
討
の
結
果

弁
護
士
等
が
資
産
を
預
か
る
と
き
は

第
二
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
資
産
を
預
け
よ
う
と
す

る
者
の
身
元
を
確
認
し
、
そ
の
身
元
確
認
の
た
め
提
出
を
受
け
た

書
類
の
写
し
及
び
当
該
資
産
預
託
の
概
要
が
記
載
さ
れ
た
書
面
を

当
該
資
産
の
預
託
終
了
後
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

弁
護
士
等
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
資
産
を
預
か
っ
た
後
に
、

そ
の
預
託
の
目
的
が
犯
罪
収
益
の
移
転
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
知
っ
た
と
き
は
、
当
該
資
産
を
預
け
た
者
に
対
し
、
違
法
で

あ
る
こ
と
を
説
明
し
、
そ
の
目
的
の
実
現
を
回
避
す
る
よ
う
に
説

得
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
は
、
施
行
の
際
、
既
に
法
律
事
務
の
依
頼
を
受
け
、

取
引
等
の
準
備
若
し
く
は
実
行
を
し
、
又
は
金
員
、
有
価
証
券
そ

、

。

の
他
の
資
産
を
預
か
っ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は

適
用
し
な
い
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３

平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
際
し
災
害
救
助
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
が
適
用
さ
れ
た
市
町
村
の

区
域
（
東
京
都
の
区
域
を
除
く

）
に
住
居
又
は
本
店
若
し
く
は

。

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
有
す
る
自
然
人
又
は
法
人
で
あ
っ

て
、
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
身
元
確
認
を
行
う

こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
第
二

条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
依

頼
者
又
は
資
産
を
預
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
依
頼
者
等
」
と

い
う

）
の
身
元
確
認
は
、
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に

。

よ
る
身
元
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
ま
で
の
暫
定
的
な
措
置
と

し
て
、
当
分
の
間
、
自
然
人
に
あ
っ
て
は
当
該
自
然
人
か
ら
の
、

法
人
に
あ
っ
て
は
当
該
法
人
の
代
表
者
、
代
理
人
又
は
使
用
人
と

し
て
依
頼
そ
の
他
の
事
務
を
行
う
者
か
ら
の
申
告
を
受
け
る
方
法

（
以
下
「
申
告
に
よ
る
身
元
確
認
方
法
」
と
い
う

）
と
す
る
こ

。

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
弁
護
士
等
は
、
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
身
元
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
な
っ
た
後
、
遅
滞
な
く
、
同
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る

身
元
確
認
を
行
う
も
の
と
す
る
。

４

弁
護
士
等
は
、
申
告
に
よ
る
身
元
確
認
方
法
を
行
う
場
合
に
お

い
て
、
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
依
頼
の
目
的
の
検
討
又
は
第

六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
預
託
の
目
的
の
検
討
を
す
る
に
当
た
っ
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、

、

て
は

公
文
書
等
に
よ
る
身
元
確
認
が
で
き
な
い
こ
と
を
踏
ま
え

当
該
依
頼
又
は
預
託
の
理
由
そ
の
他
の
事
情
を
十
分
に
精
査
す
る

等
、
当
該
依
頼
又
は
預
託
の
目
的
が
犯
罪
収
益
の
移
転
に
関
わ
る

も
の
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
一
層
慎
重
な
検
討
を
行
う
も
の

と
す
る
。
附

則
（
平
成
二
三
年
五
月
二
七
日
改
正
）

附
則
第
三
項
及
び
第
四
項
（
新
設
）
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十

三
年
五
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
五
日

か
ら
適
用
す
る
。


